
平成 25 年 11 月 

株式会社日本法令 出版課 

愛読者各位 

『実力がつく！ 年金相談員のための年金計算練習帳』改正追補 

本書は、平成 25 年 1 月発行のため、各係数および年金額等はすべて平成 24 年度の数字を記

載しております。平成 25 年 10 月１日より１％の特例水準解消が実施されましたので、本書中

の該当箇所を次のように読み替えて頂きますようお願い致します。 

●物価スライド率 

 （変更前） 0.978      （変更後） 0.968（0.978×0.990） 

 

●配偶者加給年金額（P.44） 

（変更前） 
   

受給権者の生年月日 加給年金額 特別加算額 合 計 

～昭和 9 年 4 月１日 226,300 円 0 円 226,300 円 

昭和 9 年 4 月 2 日           

～昭和 15 年 4 月１日 
226,300 円 33,300 円 259,600 円 

昭和 15 年 4 月 2 日   

～昭和 16 年 4 月 1 日  
226,300 円 66,800 円 293,100 円 

昭和 16 年 4 月 2 日     

～昭和 17 年 4 月 1 日  
226,300 円 100,200 円 326,500 円 

昭和 17 年 4 月 2 日    

～昭和 18 年 4 月 1 日  
226,300 円 133,600 円 359,900 円 

昭和 18 年 4 月 2 日～ 226,300 円 166,900 円 393,200 円 

    
(変更後） 

   
受給権者の生年月日 加給年金額 特別加算額 合 計 

～昭和 9 年 4 月１日 224,000 円 0 円 224,000 円 

昭和 9 年 4 月 2 日           

～昭和 15 年 4 月１日 
224,000 円 33,000 円 257,000 円 

昭和 15 年 4 月 2 日   

～昭和 16 年 4 月 1 日  
224,000 円 66,100 円 290,100 円 

昭和 16 年 4 月 2 日     

～昭和 17 年 4 月 1 日  
224,000 円 99,200 円 323,200 円 

昭和 17 年 4 月 2 日    

～昭和 18 年 4 月 1 日  
224,000 円 132,200 円 356,200 円 

昭和 18 年 4 月 2 日～ 224,000 円 165,200 円 389,200 円 



●子の加給年金額（P.44） 

（変更前） 

1 人目・２人目は、１人につき 226,300 円 

3 人目以降 1 人につき 75,400 円 

（変更後） 

1 人目・２人目は、１人につき 224,000 円 

3 人目以降 1 人につき 74,600 円 

●資料１「国民年金保険料の推移」（P.214） 

（変更前） 

平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月 （15,820 円×保険料改定率） 

（変更後） 

平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月  15,040 円（15,820 円×保険料改定率（0.951）） 

●資料５「標準報酬の再評価率表 別表第１（第 4 条第 1 項関係）（平成 25 年度）」（P.218） 

※当社ホームページ（『実力がつく！年金相談員のための年金計算練習帳』の改正情報）にて平成 25 年度の再

評価率表を掲載致しますので、ご確認ください。 

●資料 10「振替加算」（P.224） 

（変更後）振替加算額は１％減額となります。 

※当社ホームページ（『実力がつく！年金相談員のための年金計算練習帳』の改正情報）にて減額後の振替加算

額を掲載致しますので、ご確認ください。 

●資料 11「経過的寡婦加算」（P.225） 

（変更後）経過的寡婦加算の額は１％減額となります。 

※当社ホームページ（『実力がつく！年金相談員のための年金計算練習帳』の改正情報）にて減額後の経過的寡

婦加算を掲載致しますので、ご確認ください。 

 

また、雇用保険の基本手当日額が平成 25 年８月以降変更となりました。変更後の基本手当日

額につきましては、当社ホームページの（『実力がつく！年金相談員のための年金計算練習帳』

の改正情報」）にて掲載致します。本書中の下記変更箇所につきましては、読み替えてご利用く

ださいますよう、お願い申し上げます。 

（変更箇所） 

●参考「基準日において 60 歳以上 65 歳未満の人の賃金日額と基本手当日額の計算式」（P.116） 

●資料 13「高年齢雇用継続給付金早見表（平成 24 年 8 月１日～平成 25 年 7 月 31 日）」（P.227、

P.228） 

●資料 14「60 歳以上 65 歳未満の基本手当日額の目安」（P.229） 

 

※株式会社日本法令 HP（『実力がつく！年金相談員のための年金計算練習帳』の 

改正情報） http://www.horei.co.jp/book/renshu.shtml 


